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昭和20年代における漢文教育思潮史の研究
─漢字制限に関する議論を中心に─

冨　安　慎　吾
（2006年10月５日受理）

A study on the history of the trend of thought known as the KANBUN education in the Showa 20’s
― On the argument on restrictions on the use of Kanji―

Shingo Tomiyasu

　　 The aim of this paper is to discuss the relationship between the restrictions on the 
use of Kanji (Chinese characters) and the trend of thought of the KANBUN education in 
the Showa 20’s.　In Showa 27, some criticized this education system because of its 
restrictions on the use of Kanji.　There were two following argument against it.　(1) One 
side insisted on the abolition of the restrictions on the use of Kanji.　(2) The other accepted 
the restrictions on the use of Kanji, but insisted on the particularity of the KANBUN 
education.
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１．研究の目的

　昭和27年2月23日，衆議院本会議において決議され
た「東洋精神文化振興に関する決議」は，漢文必修化
の是非に関する議論をひきおこした。この議論におい
ては，大きく分けて漢文教材の「思想面」と「形式面」
が問題となった。
　「思想面」の問題とは，漢文教材が道徳／修身的な
思想を含んでいる点を指す。これに対し，「形式面」
の問題は，漢文教材が，当用漢字以外の漢字（非当用
漢字）を多く含んでいる点を指している。
　本稿では，以上の問題のうち，後者の問題を検討す
る。漢文の必修化に関する議論の中で，当用漢字表に
よる漢字制限の問題はどのように論じられたのか。
　その際，議論の構図は以下のように仮説される。

　［意見①］は，漢字制限の趣旨（日本語の簡易化）
を根拠として漢文必修化に反対するものである。これ
に対する反論が，［意見②］［意見③］である。
　［意見②］は，漢字制限の趣旨自体を批判し，漢文
の必修化に賛成するものである。したがって，その意
見は，日本語における漢字漢語の重要性を指摘するも
のになると考えられる。
　［意見③］は，漢字制限の趣旨を受け入れながら，
漢文の必修化に賛成するものである。したがって，そ
の意見は，漢文教育を漢字制限の適用範囲外に位置づ
けるもの，あるいは，漢字制限の趣旨に極力応じるか
たちでの漢文教育のあり方を提言するものになると考
えられる。
　［意見②］［意見③］を検討することによって，漢字
制限の問題が，漢文教育思潮に与えた影響を明らかに
することができる。

　本論文は，課程博士候補論文を構成する論文の一部
として，以下の審査委員により審査を受けた。
審査委員：吉田裕久（主任指導教員），木村博一，
　　　　　竹村信治
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２．漢字制限を根拠とした漢文必修化
批判　　　　　　　　　　　

　ここでは，漢字制限を根拠とした漢文必修化批判
（［意見①］）がどのように行われたのかを検討する。

２の１．昭和27年以前における批判
　漢字制限を根拠とした漢文教育批判は，漢文必修化
に関する議論がはじまる昭和27年以前においても行わ
れている。
　戦前から「国粋主義的イデオロギーからする外来語
排斥と，漢字制限の運動が絡み合つて，新国語形成運
動の一環としての国語科から旧外来語文たる文をなる
べく敬遠したいといふ政策」が行われたことを指摘し
た松井武男［1948］は，終戦後の展開について次のよ
うな認識を示している。
　 　終戦を迎へると，国字変革主義者の運動が一時活
気を呈して，これが上述の情勢の惰性と絡み合つ
て，一方には中国の政治的混乱なども気分的に尠か
らず影響して益々四面楚歌の状態となつた1）。

　また，尾関富太郎［1952］2）も，「漢文が終戦後潰滅
に瀕するような打撃に逢着した」原因のひとつとして，
「当用漢字を規定して国語を簡易化しようとする時代
の流れと逆行したこと」を指摘している。
　これらの発言が示すように，漢字制限の問題は，戦
前から継続して，漢文教育につきつけられてきた課題
であった。

２の２．昭和27年以降における批判
　漢文が必修化されれば，国民の多くは非当用漢字を
含む教材で学習をすることになる。このことは，漢字
制限の観点からみれば，看過できない事態であった。
　ここでは，漢文必修化に対する世論の形成において
広い影響力を持った（1）新聞報道，（2）参議院文部
委員会（昭和27年3月7日）における漢文必修化批判を
検討する。
２の２の１．新聞報道
　新聞報道では，当時の国語審議会の会長であった
土岐善麿のコメントが頻繁に掲載された。昭和27年2
月20日の朝日新聞は，土岐の次のようなコメントを掲
載している。
　 　現在義務教育である小，中学校九年間を通じて教
育漢字として八百八十一字を教えることになってい
るが，生徒の能力はやっと六百字位しか覚えきれな
いのが実状だ。文相はもちろんこのことを承知の上
で発言しておられるのだろうが，教材をどれにする
かなどという前に，こんな有様でいったい漢文の授

業が出来るものか出来ないものか，うかがいたいと
思う。
　この他にも，「漢字の困難をいくらかでもすくなく
しなければならない実情から，いちおう当用漢字の基
準がつくられたわけで，高校の生徒の中に学業の余力
があり，かつ志のあるものが，漢文を選択科目とする
現在の制度は，現状に即した『やむをえない適当さ』
であり，それを必修となし得る可能性は望ましいけれ
ども無理ではあるまいか」（毎日新聞，2月22日），「（引
用者注－国語審議会では）一応静観と決ったが，必修
に賛成できないという建前は決っている」（朝日新聞，
3月11日）など，必修化に批判的な見解が報道された。
　国字改革を推進する立場にある土岐，あるいは国語
審議会が，非当用漢字を使用する漢文の必修化に賛成
できないのは当然であろう。土岐の批判は，内閣訓令
第七号「当用漢字表の実施に関する件」（昭和21年11
月16日）によって示された次の趣旨にのっとっている。
　 　わが国において用いられる漢字は，その数がはな
はだ多く，その用い方も複雑であるために，教育上，
また社会生活上，多くの不便があった。これを制限
することは，国民の生活能率をあげ，文化水準を高
める上に，資するところが少くない。
　新聞における報道は，多くの読者に，漢文必修化問
題と漢字制限の問題とを関連した問題として捉えさせ
たと考えられる。
２の２の２．参議院文部委員会
　昭和27年3月7日に開かれた参議院文部委員会では，
漢文必修化問題について，11人の参考人が招集された
（うち1人は意見書のみの提出）。11人中4人（竹田復，
長澤規矩也，西尾実，福島正義）が漢文の必修化に賛
成し，7人（阿部眞之助，安藤信太郎，石田壮吉，北濱
清一，澤登哲一，渡邉茂，中島建臓）が反対した。
　このとき，反対者7人のうち6人が，漢字制限を反対
の根拠とした。その意見の内容をみると，大きくふた
つに分類することができる。
　（1 ）非当用漢字を使用した教材を用いることは，学
習者の負担になる。

　（2 ）非当用漢字を使用した教材を用いることは，漢
字制限の制度を乱し，「国語の正しい発達（日本
語の簡易化）」を阻害する。

　もちろん，これらの意見は相互に関係しており，ひ
とりの論者の中に複数みられることも少なくない。（1）
は実際の学習上から，（2）は理念上からの批判である。
Ａ．実際の学習上からの漢文必修化批判
　学習者の負担という観点からの批判は，先にみた
土岐善麿のコメントにも，「生徒の能力はやっと六百
字位しか覚えきれないのが実状だ」というかたちでみ
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ることができた。同様の趣旨から，日本教職員組合文
化部長の北濱清一は，次のように発言している。
　 　私どもが義務教育の生徒に対して，子供たちに対
していわゆる教育漢字，或いは当用漢字というよう
なものを学

（ママ）

修させておる立場から考えて，これは仮
に漢文教育というようなものが行われるというよう
なことになると，それが必修として普通教育におい
て行われるということになりますと，生徒の重大な
る負担になるというふうに考えられるのでございま
す。成るほど，ずつと昔においては，読み書きとい
うようなことが言われたかもわかりませんが，今日
の教課科目というものはその範囲を拡め，非常に複
雑になつておる，このときにおいてなお子供に負担
をかけるということは，教育上から考えて非常に困
つた問題であるというふうに考えておるのでござい
ます。3）

　また，都立小石川高等学校の校長であった澤登哲一
も，「字引」の引きにくさなどから「漢文の授業を強
制することは生徒の極めて過重な負担となる4）」と指
摘している。
Ｂ．理念上からの漢文必修化批判
　漢字制限の理念は，「当用漢字表の実施に関する件」
にも述べられていたように，「国民の生活能率をあげ，
文化水準を高める」ことである。難解な漢字の使用を
制限し，国民全員が表現／理解できる日本語を作り上
げることが，漢字制限の目的であった。
　この理念に基づき，「八千万人に対してなされる」「国
民教育」という観点から，毎日新聞社の関係者であっ
た阿部眞之助は，次のように意見を述べている。
　 　教育というのは，私は学校の八年とか五年とかい
うものでなしに，一生涯のことだろうと思う。つま
り八千万人に対してなされることが教育だろうと思
う。学校以外の教育，それは何によつてなされるか
というと，新聞教育によつてなされるほかしようが
ない。だから教育とかそういうものを余り狭い目で
御覧になられずに，広い八千万人を相手にする，そ
ういう教育を対象として考えるというと，むずかし
い漢字がどんどん出て来るということは，甚だどう
も国民教育を害すること甚だしいだろうと思うので
す。（中略）

　 　もう学校教育においても少くとも読み書きを教え
るだけでも欧米に比べれば二年や三年，少くとも五
年や六年遅れるかも知れない。そんな遅れを八千万
人が毎年々々積重ねて行つたら，私は世界の文化に
追つ付くことはできないだろうと思う。

　 　そういう意味から申しましても私はどうしても文
字を余分に使うというような方向には持つて行きた

くない。そういう意味から申しますると，この高等
学校，少くとも普通教育において文字を余分に使う
ような傾向のある，そういうふうな教科目は成るべ
くならば私は置いてもらいたくないというのが私の
考え方なんであります5）。
　阿部は，漢文教育の必修化によって，国語改革が阻
害されると考えている。
　この国語改革を，さらに敷衍して，「日本語本来の，
大和言葉」の復活を求める意見もみられる。
　 　私の考えておるところは，この漢字が入つたため
に日本語本来の，大和言葉の発達が停止してしまつ
た。（中略）国語の正しい発達が阻害されるその一
番大きい原因は漢字だ，ですから漢字を制限するこ
とによつて正しい日本語が作られて行くということ
になろうと私は思つておるのです。そうしなければ，
日本の文化は正常な発展はできない6）。
　いずれにおいても，漢字漢語を，国語改革にとって
の障害と捉え，漢文教育の必修化を，漢字漢語の復権
と同一視して，批判していると言える。

２の３．まとめ
　漢字制限を根拠とした漢文必修化批判は，大きく分
けて，Ａ「実際の学習上からの漢文必修化批判（学習
者の負担が増加する）」と，Ｂ「理念上からの漢文必
修化批判（日本語の簡易化が阻まれる）」とをみるこ
とができた。
　これらの根底には，漢字の言語抵抗に対する問題意
識がある。漢字制限を根拠とした漢文必修化批判は，
漢文教育に対し，言語抵抗の問題をどう考えるのか，
という問いをつきつけるものでもあったのである。

３．漢字制限を批判し，漢文必修化に
賛成する意見　　　　　　　

　ここでは，［意見①］に対する反論として，漢字制
限の趣旨自体を批判し，漢文の必修化に賛成するもの
（［意見②］）を検討していく。
　［意見②］は，日本語における漢字漢語の重要性を
指摘し，漢字制限の趣旨そのものを否定するものであ
る。したがって，この反論は，［意見①］における，
Ｂ「理念上からの漢文必修化批判（日本語の簡易化が
阻まれる）」に対する応答としての性格が強い。

３の１．漢字漢語教育の場としての漢文教育
　漢字制限に反対して，漢字漢語の重要性を指摘する
藤原楚水［1952］は，次のように日本語が「漢字から
離れがたいという宿命をもつてゐる」ことを指摘する。
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　 　周知の如く我々の日常用ふるところの言語はその
大部分が漢字によつてできてゐる。この国語そのも
のが存在する限り漢字から離れがたいという宿命を
もつてゐる。これは例を挙げるまでもなく誰でも，
自分自身に日常用ゐてゐる言語そのものを分析して
見れば分ることで，漢字の裏づけがなければ意味の
解しがたいものや，誤解を生じたり，混同を来した
りする言葉が非常に多いことに気づくであらう。即
ち目下の制限された漢字では，国民一般の日常の用
件すら弁じがたい不便を免れない7）。

　このように漢字漢語の重要性を指摘した藤原は，漢
文教育を漢字漢語学習の場として，次のように述べる。
　 　唯だこの場合問題となるのは，漢文科を如何なる
形に於て復活せしむべきかといふことである。漢字
を知らしめ，読書力を養成するだけを目的とし，古
典としての漢文を味はせるといふことが全然ないも
のとすれば，必ずしも漢文そのものを読ましめる必
要はなく，何か適当な漢字まじりの文章を国語の読
本の中に多く取入るればそれでもよく，漢字の制限
を大幅に緩和し，また取除けばそれでも一応その目
的は達せられるのであるが，それでは文章の趣旨を
味ふことが主となつて文字の方は往々にして閑却せ
られるといふ處がないとしない。よつてできること
なれば漢文そのまゝの形で読ませる方が漢字のもつ
意味なり調子なりをよく理解し記憶させるに便利で
あるといふこともいへよう8）。

　この藤原の主張と同じく，南一郎［1952］もまた漢
字漢語の重要性を述べ，その学習の場としての漢文教
育を主張する。
　 　わが国語の現実が，漢字，仮名混用の表記法によ
つており，しかも，漢字，漢語がその重要な部分を
占めるという，この現前の事実そのものは，やはり
正しく認識されなければならぬ。それとゝもに，かゝ
る漢字，漢語の正当な価値判断に立脚して，高等学
校における漢文教育の実用的価値が批判さるべきも
のと思うのである。

　 　論者あるいはいわん。『漢字，漢語の重要性は，十
分にこれを認めるが，それは，強いて漢文課程によ
らなくても，いわゆる国語の中で，容易に習得が出
来るではないか。かつ，現に漢文は教科として独立
せず，すでに国語科の中に包括せられているではな
いか。』と。これは一応道理があるように思われる
であろうが，しかしながら，漢字，漢語などの漢文
的要素は，高等学校においては，やはり原形漢文に
よつて学ぶのが，もつとも合理的であり，かつ，そ
の本具の意味をも，明瞭に理解し得るものと，われ
われは思考する9）。

　南は，このように述べ，漢語の構造を「反点訓読」
を施して理解する（例：注意→意ヲ注グ，禁煙→煙ヲ禁
ズ）ためには，漢文教育の場が最適であると主張する。
　 　この反点訓読を施すということは，原形漢文によ
つて学習せしめてのみ，はじめて容易となり，可能
となるのであつて，本来，漢文とは，その語法・句
法・文脈の思索・表現の方法の相違する国語，国文
の中で，これらの反読漢語を逐一正しく了解せしめ
ようとすることが，果して効果的な方法であり，能
率的な手段といゝ得るであろうか。かゝる反読漢語
は，やはり原形漢文を通して取りあつかい，その基
礎知識の上に立つて学習せしめるのが切実穏当であ
り，また，もつとも効果的，能率的な捷径であるこ
とを，われわれはこゝに特に強調したい。
　 　今，高等学校において，原形漢文を課する理由を
考えるに，文学的な部面あるいは思想的な部面
で，一篇の文章としての漢文修得の必要性を認め
たゝめであることは，もとよりいうまでもないが，
なお，その外に，かくのごとき原形漢文中に含まれ
た漢字，漢語，および，その他広く漢文的色彩を帯
びた漢字，漢語の，正確にして徹底的な理解を期す
るという，実用的な部面でのかゝる重要目的の先ず
第一に存することを見逃してはならぬ10）。
　南もまた，「実用的な部面でのかゝる重要目的の先
ず第一に存する」ことを主張するのである11）。
　このように，漢字漢語の教育を「漢文教育の実用的
価値」とさだめ，「重要目的」とみなす［意見②］の
考え方は，昭和20年代中期において強力に主張され，
「国語科の中の漢文」という位置づけを確立した「語
文教育」的漢文教育観と同一のものである。「語文教育」
的漢文教育観は，漢文学習を「国語の知識・理解・技
能を高める」ための学習と位置づけ（『中学校高等学
校学習指導要領国語科編（試案）』昭和26年12）），漢字
漢語など「漢文的要素」の学習を主要な目的とするも
のであった。
　［意見②］の主張は，漢字漢語の重要性を強く述べ
ることによって，「語文教育」的漢文教育観を強化す
るものであったと言える。

３の２．まとめ
　漢字漢語の重要性を強調し，漢文教育を漢字漢語学
習の場として捉える［意見②］は，『中学校高等学校
学習指導要領国語科編（試案）』などにみられた「語
文教育」的漢文教育観を強化するものであった。
　この意見においては，漢字の言語抵抗の高さはさし
て問題とされず，漢字学習の上において，「能率の増
進といふことに一工夫ありたいものである13）」という
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提言がみられるに留まった。

４．漢字制限を許容し，漢文必修化に
賛成する意見　　　　　　　

　ここでは，［意見①］に対する反論として，漢字制
限の趣旨を受け入れながら，漢文の必修化に賛成する
もの（［意見③］）を検討していく。
　本来，漢字制限を認めながら，漢文の必修化に賛成
する意見は，漢文教材が非当用漢字を含む教材である
以上，成立しにくい。［意見③］が成立しうるのは，
次のふたつの立論においてである。
　（1 ）漢文学習を漢字制限の適用範囲外の学習と位置
づける。

　（2 ）漢字制限に極力応じる形で，言語抵抗の軽減を
はかる。

　以下では，（1）（2）をそれぞれ別個に考察する。

４の１． 漢文学習を漢字制限の適用範囲外に位置づけ
る意見

　ここでは，（1）漢文学習を漢字制限の適用範囲外の
学習と位置づける意見を検討する。このような位置づ
けの根拠は，Ａ「漢文学習が発展段階である「高等普
通教育」において行われる学習であること」，Ｂ「漢
文学習が「古典学習」であること」の2点に求められ
ている。
４の１の１． 「高等普通教育」における学習であると

いう点から
　漢字制限の適用範囲に，「義務教育」と「高等普通
教育」の区別を設けるべきではないかという主張は，
鈴木修次によって次のように行われている。
　 　元来，国語政策というのは，庶民教育の立場にお
ける施策であって，けっして国民の教養を制限する
という方向のものであるべきはずはないと考えま
す。従って，義務教育の範囲内では国語政策は賛成
ですが，これを高等普通教育にまでおしつけるとい
うのはどうでしょうか。高等普通教育には，もっと
幅の広い学習がほしいんじゃないですか。

　 　又国語運動というのは，国民全体の運動であるべ
きで，けっして頭からとりきめられ，強要されると
いう性格のものではないと思う。その意味からいっ
ても，少くとも将来，日本の知性のある部分をにな
うていどの人たちには，現在の国語政策を批判もし，
新しい国語の方向を自主的にきめて行くような力が
ほしいと考えます。漢文が国語政策に抵触するとい
う議論は，どうも義務教育と，高等普通教育とをごっ
ちゃにして考えているようです14）。

　鈴木は，「義務教育」を「庶民教育」の段階として
捉え，「高等普通教育」を発展段階として位置づけて
いる。「高等普通教育」において行われる漢文学習は，
発展段階の学習であり，漢字制限の適用範囲に含まれ
るべきではない，という主張である15）。
４の１の２．「古典学習」であるという点から
　漢文は「古典学習」であり，「古典学習」には漢字
制限は適応されるべきではないのではないか，という
意見は，鈴木修次によって次のように述べられている。
　 　一口に国語教育といっても，それには二つの方向
があるんですね。一つは生きた国語，すなわち現代
われわれが使っていることば，又これから使うこと
ばをどうするかという方向，もう一つは，国語とし
て過去から今に至るまでの間に残されたものを読
み，理解するという方向，つまり古典学習の方向で
すね。そして，高等学校で学習する漢文は，日本人
の古典としてそれを扱うわけで，その古典学習をつ
かまえて国語政策に逆行するというのは，やはり
さっきの当用漢字の問題と同様，理論に混乱がある
と思います。国語政策ということを全面的にかつぎ
出すなら，たとえば「枕草子」とか「源氏物語」と
かいったものでも，歴史的かなづかいで学習し，古
語を学ばせるのだから，国語政策に逆行しますよ。
もし国語政策という名目でそんな議論が通るなら，
それは古典学習の全面的否定ということになる16）。
　この意見は，漢字制限への批判として多くみられた
　「漢字が読めなくなることで，伝統文化の断絶が起
こる」という指摘を背景としながら，「生きた国語」
の学習と「古典学習」との区別を求めるものである。
阿部吉雄［1951］も「高等普通教育の面では，少くと
も明治文学が読める程度でなければ文化遺産の理解と
鑑賞を目標の一つとする高等教育とはずいぶんかけは
なれたものとなる17）」と述べ，「文化遺産の理解と鑑賞」
を目標とした学習を，漢字制限の適用範囲から外すこ
とを主張している。

４の２．言語抵抗の軽減をはかる意見
　ここでは，（2）漢字制限に極力応じる形で，言語抵
抗の軽減をはかる意見を検討する。
　この意見は，［意見①］におけるＡ「実際の学習上
からの漢文必修化批判（学習者の負担が増加する）」
に対する応答としての性格が強い。この意見は，批判
側の主張するほどには漢文教材の言語抵抗は高くない
ということを示した上で，具体的な改善の方向を提言
するものである。
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４の２の１． 漢文学習はあくまで「読む」学習である
こと

　漢文教材に用いられる非当用漢字の言語抵抗の高さ
を指弾する意見には，先にみた土岐善麿の「生徒の能
力はやっと六百字位しか覚えきれないのが実状」とい
う指摘や，北濱清一の「ずつと昔においては，読み書
きというようなことが言われたかもわかりませんが」
という指摘にも明らかなように，「漢字を読むこと」
と「漢字を書くこと」を区別しないものが多かった。
　このような批判側の意見に対して，「漢字を読むこ
と」と「漢字を書くこと」の区別を行う必要があるこ
とを，尾関富太郎は次のように提案した。
　 　書く文字と読む文字とは別で，中学生なども単元
学習などで書物を調べる場合などに，むずかしい文
字をどんどん読んでますし，漢文にしてもルビをつ
けたりなどして与えれば，むずかしさが或るていど
緩和できる。むずかしい漢字があると，すぐにそれ
を覚えなければならぬとか，書けなければならぬと
か神経質に考えるところに大きな誤りがあります
ね18）。

　このような区別を前提としながら，吉川幸次郎
［1952/1969］は，漢文を「ただ読むことを教える」科
目として位置づける。
　 　漢文教育を行なっては，漢字制限の政策がくずれ
るという反論がある。これはお門違いである。漢文
の課程はただ読むことを教えるのであって，それに
よって文章を作れというのではない。漢文の教育は
漢文の教育，制限漢字は制限漢字である。両者は相
犯さない19）。

　また，西尾実［1952］にも同様の意見がみえる。
　 　漢文教育は，漢文古典が読め，漢語や漢字が正し
く読めるという面に力が注がれるべきで，漢文が書
け，漢語や漢字が書けるという面は，これまでほど
の必要はなくなってくる。（中略）職業教育がくわ
わり，また，大学教育の前提としての高等学校で，
当用漢字表にない漢語・漢字のあらわれる漢文が課
されても，それは読めることを目標とし，読んでわ
かることを限界とした漢文教育であることはいうま
でもない20）。

　吉川および西尾は，漢文学習が「読んでわかること」
までを目的とした学習であることを主張し，「漢字を
書くこと」のような，難度の高い学習を行うものでは
ないことを明確にした21）。
４の２の２． 漢文教科書において，非当用漢字はそれ

ほど使用されていないこと
　漢文教材における言語抵抗の度合いを客観的に示す
ために，大修館の編修者らは，『高等漢文』（大修館書

店）において実際に使用されている非当用漢字の数と
出現分布を調査した。尾関［1953］は，調査の目的を
次のように示している。
　 　中学校を卒業して，新しく高等学校に進学して来
る生徒に対し，当用漢字以外の漢字が頻出して来る
漢文を，必修として課することの可否については，
しばしば新聞雑誌等に論じられ，漢文必修をはゞむ
最も強力な反駁論として，今なお繰り返しむしかえ
されている問題である。然しその多くは客観的な調
査や資料に基づいて論ぜられることが稀であっ
て，一般には論者の主観や勘に依存して，論旨が進
められている場合が多い22）。
　調査の結果，全三巻で1,481字が用いられているこ
とがわかり，「予想外に僅少」と述べられた。さらに，
「その過半数が特殊な地名や人名を表す固有名詞とし
て，たった一回だけ使用されている」と報告された23）。
　この結果を受け，鎌田正［1953］は，漢文教材の言語
抵抗がそれほど高くないことを，次のように主張した。
　 　各学年五百字の新出字についてその音訓及び書取
りを強制するというなら過重負担になるともいえる
であろうが，漢文の学習では所謂読み言葉であって
書き言葉ではなく，且つ地名，人名等の固有名詞を
始めとして，一度位しか使用されない漢字は約五百
字位ある。自分の不学を言うことになるが，この
千五百字の中で，私などの直ちに読めない漢字も相
当にある。そんな漢字があったところで実際には漢
文の学習にはあまり支障を来さないということは断
言できると思う24）。
　鎌田は，先にみた「漢字を読むこと」と「漢字を書
くこと」の違いにも触れつつ，非当用漢字の存在が学
習の負担になることはそれほどない，という結論を下
している。
４の２の３．漢文教科書における具体的な改善
　以上のように，漢文学習があくまで「読んでわかる
こと」までを目的とするものであること，および，漢
文教科書において非当用漢字がそれほど使用されてい
ないこと，の2点が示されたことで，漢文学習におけ
る言語抵抗は，それほど高いものではないことが主張
された。
　この主張を受け，さらに言語抵抗を軽減するための
方策として，鎌田正［1953］は次のような提言を行っ
ている。
　 　そういう漢字（引用者注－非当用漢字のこと）に
成るべく読み仮名をつけ，その意味を頭注で説明し
て置けば，何等学習負担にならないと思う。この線
を更に広めて，制限漢字には成るべく読み仮名をつ
ける（少くとも最初に出る場合は）ということにす
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れば，制限漢字による学習負担は著しく軽減される
ことになる。従って高等学校における漢文教育の漢
字の学習は生徒への過重負担であるという議論は必
ずしも実態を把握したものでないといえる25）。

　鎌田は，教科書において，読みがな，頭注などを工
夫することによって，言語抵抗を軽減することを提言
している。
　このような提案を具体化した試みとして，三省堂『高
等漢文』（昭和29年）を例に示す。
［資料］26）

Ａ．よみがなの充実
　昭和24年に発行された『新漢文』においては，「蕪」
「胡」「奚」などの漢字によみがなが振られていない。
これに対し，『高等漢文』ではよみがなが振られてい
ることがわかる。
　昭和27年以降に発行されたほとんどの漢文教科書で
は，『高等漢文』のように，よみがなを多用する形式
を採用している。よみがなを振る漢字は，多くの教科
書で「当用漢字以外の初出文字と，当用漢字でも読みの
異なる文字」に設定されている27）。言語抵抗を軽減す
る方策として，最も広く行われた方策と言えるだろう。
Ｂ． よみがな（ひらがな）と送りがな（カタカナ）の
使い分け

　Ａにともなって工夫されているのが，「よみがな」
と「送りがな」をそれぞれひらがなとカタカナで区別
して表記する形式である。この形式もまたほとんどの
教科書で採用された。
Ｃ．新字体の採用
　新字体の採用は，三省堂『高等漢文』を含めた何点
かの教科書において試みられた。『高等漢文』は，新
字体を採用した理由について，次のように述べている。
　一　漢字字体は新字体（当用漢字字体表）を採用 
　 　これによって新しい漢文学習の目標に即し，また
生徒は大いに学習上の負担を軽減することができ
る。つまり，小・中学校で学んだ漢字は，そのまゝ
の形で生徒に与えられる。──このことは，全漢文

教科書中，本書のみが断行しえた勇断28）。（なお，
附録に新旧字体対照表を掲げ入学試験への万全を期
した。）29）

　漢文教材に新字体を採用するという，当時において
画期的かつ冒険的な試みは，広く採用されることはな
かったものの，言語抵抗を軽減するための方策として，
積極的な試みであったと評価できる。

４の３．まとめ
　漢字制限を受け入れながら，なおかつ漢文教育の必
修化に賛成する［意見③］は，（1）「漢文学習を漢字
制限の適用範囲外の学習と位置づける」，（2）「漢字制
限に極力応じる形で，言語抵抗の軽減をはかる」とい
う二通りの形で漢文の必修化を後押しした。
　（1）の面では，「高等普通教育」は漢字制限の適用
範囲に含まれるべきでないこと，「古典学習」は漢字
制限の適用範囲に含まれるべきでないことが述べら
れ，したがって，両者に合致する漢文学習は，漢字制
限の適用範囲に含まれるべきでないことが主張された。
　（2）の面では，漢文が「読んでわかる」ことまでし
か目標としないこと，漢文教科書における非当用漢字
の使用数がそれほど多くはないことがそれぞれ明らか
にされ，言語抵抗がさほど高くないことが指摘された。
また，漢文教科書の意欲的な改革がもとめられ，読み
がなの充実，送りがなと読みがなの区別，新字体の採
用など，漢文教科書における言語抵抗軽減の取り組み
が活発化した。

５．結　語

　以上，漢文の必修化に関する議論の中で，漢字制限
の問題がどのように論じられたのかを検討してきた。
以下，明らかになった点を表として示すと，次のよう
になる。表中の（前提）は，「前提とされている意見」
を，（提言）は，「（前提）をもとにした結論的意見」
を示している。
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　漢字制限を根拠とした漢文教育批判（［意見①］）は，
漢字における言語抵抗の高さを批判するものであっ
た。このような視点からの批判が行われたことは，漢
文教育思潮の上で，言語抵抗という概念の意識化を強
くうながすことになった。
　言語抵抗に対する考え方の相違は，同じ漢文必修化
に賛成する立場においても，その意見に大きな違いを
もたらすものになる。
　たとえば，上記の表のうち，［意見②］の提言と［意
見③］の提言②とは，双方とも漢文の必修化に賛成す
る立場でありながら，大きく異なるものとなった。前
者が，漢字漢語の重要性を述べ，漢文教育を漢字漢語
について学ぶ場と捉えたのに対し，後者は，漢字漢語，
特に非当用漢字を言語抵抗と捉え，その軽減を目指し
た。このことは，前者においては形式面の学習の重視
が，後者においては内容面の学習の重視が行われたこ
とを示している。
　以後，言語抵抗の問題は，どのようなテキスト形態
（書き下し文や現代語訳など）を選択するべきなのか
という問題とも関連しながら大きな問題となってい
く。本稿が考察の対象とした漢字制限に関する議論は，
戦後漢文教育思潮における言語抵抗の問題化の上で，
重要な役割を果たしたのである。

【注】

１）松井武男［1948］「漢文教育界最近の動向」（『斯文』
１，斯文会，1948.12）p.14
２）尾関富太郎［1952］「終戦後の漢文教育とその将来」
（『国語』1-4，東京文理科大学国語国文学研究室，
1952.10）p.60
３）「文部委員会会議録第十四号　昭和27年3月7日」
（http://kokkai.ndl.go.jp/）p.7
４）３）に同じ。p.8
５）３）に同じ。pp.3-4.
６）３）に同じ。p.9
７）藤原楚水［1952］「漢文科必修の問題」（『弘道』，
日本弘道會，1952.4）p.8
８）藤原［1952］p.8
９）南一郎［1952］「漢文教育をこう思う」（『国語』5，
香川県高校国語研究会，1952.10）p.75
10）南［1952］pp.75-76.
11）同様に漢字漢語の重要性を述べ，漢文教育を漢字
漢語教育の場として捉えたものには，佐野学［1952］
「漢文教育の復活と仏教」（『世界仏教』7-4，実業之
世界社，1952.4），浜田水原［1953］「漢文雑話」（『漢
文教室』５，大修館書店，1953.3）がみられる。
12）『中学校高等学校学習指導要領国語科編（試案）』，
北陸教育書籍，1951.10
13）藤原［1952］p.9
14）中西清他［1952］「座談会 高等学校の漢文につい
て」（『漢文教室』１，1952.5）p.3
15）同様の主張は，阿部吉雄［1951］「現下の国語教
育批判」（『実践国語』12，穂波出版社，1951.7），
吉川幸次郎［1952/1969］「漢文教育の吟味」（『毎日
新聞』1952年3月6・7日／『吉川幸次郎全集17』，筑
摩書房，1969.3），飯田伝一［1952］「漢文必修問題
について」（『弘道』61，1952.12）にみられる。
16）中西清他［1952］p.5
17）阿部［1951］p.74
18）中西清他［1952］p.3
19）吉川［1952/1969］pp.497-498.
20）西尾実［1952］「問題になった漢文教育」（『図書』
35，岩波書店，1952.8）p.6
21）「読む文字」と「書く文字」との区別を求める論
には，他に，長澤規矩也［1950/1984］『国語学習中
の漢文学習指導』，学友社，1950.9（『長澤規矩也
著作集　第八巻　地誌研究・漢文教育』汲古書院，
1984.11），阿部吉雄［1951］などをみることができる。
また，『中学校高等学校学習指導要領国語科編（試
案）』には，「漢文を作る練習としてのいわゆる復文
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練習はさける」（p.220）とされているが，漢字漢語
を書くことを目標としうるかどうかの記述はみられ
ない。

22）尾関［1953］「教育大学附属高校における当用漢
字の読み方調査」（『漢文教室』4，1953.1）p.3

23）尾関［1953］p.3
24）鎌田正［1953］「「高等漢文」における制限漢字の
調査」p.16

25）鎌田正［1953］p.16
26）『新漢文二』，秀英出版，1949.6，pp.13-14. ／『高
等漢文三』，三省堂，1954.2，p.54

27）「ふり仮名は，当用漢字以外の初出文字と，当用
漢字でも読みの異なる文字とに，ひら仮名でつけ，次
のようにした。」（『標準漢文一』，教育図書，1952.12，

p.5）
　「当用漢字以外の漢字にはつとめてひらがなのルビ
をつけたが，漢文に常用されるものについては，数
出の後にはこれを略した。」（『漢文教科書一』，秀英
出版，1953.6，p.3）
28）昭和23年から昭和36年までに発行された漢文教科
書全36種のうち，完全に新字体を採用しているのは
わずか３種（三省堂『高等漢文』S29，三省堂『新
しい漢文改訂版』S30，白楊社『新修高等漢文』
S32）である。このことは，新字体の採用が，かな
り大きな決断を要することであったことを示してい
ると言えるだろう。
29）『高等漢文第一学年用 教授用参考資料』，三省堂，
1954.3，p.24




